
施設ごと 共通

ダンピングボックスに投入するもの 裁断機を使用するもの

・タンス等の木製家具類
（1.8m×0.9m×0.6m以下のもの）
・布団、畳などの大型可燃物
・木材（直径10cm以下×⻑さ1.5m以
下、または厚さ5cm以下×幅0.5m以下×
⻑さ1.5m以下）

※1辺の⻑さが1ｍを超え、1.5m以下の
もの（木材は直径10cm以下）

別紙）「 搬 入 物 の 基 準 」

搬入先 搬入できるもの 搬入できないもの

山鹿市
環境センター

・燃やすごみ
・可燃性粗大ごみ
（不燃物（五寸釘以上の金属類、ガラス、鏡など）を外したものに限る）

・資源ごみ
 ※五寸釘以上の金属は取り外して「金物類」へ

・燃えないごみ（ガラス、鏡、陶器類など）

・1.8m×0.9m×0.6mを超える大きさの木製家具類

・直径10cmまたは⻑さ1.5mを超える木材

①産業廃棄物
②家電リサイクル法対象品目
（エアコン、テレビ、冷蔵
庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾
燥機）
③パソコン、ノートパソコ
ン、ディスプレイ、モニ
ター、携帯電話（スマートホ
ン含む）
④金庫、ピアノ、消火器、ガ
スボンベ、車、バイク、タイ
ヤ、ドラム缶、バッテリーな
どの処理困難物
⑤爆発物
⑥有毒物等の危険物（ガス、
燃料、農薬、塗料溶剤、化学
薬品など）
⑦自然物（土砂、岩石、泥な
ど）
⑧仏壇、神棚、墓石、仏像な
ど宗教行為などにかかわるも
の
⑨設置や撤去に専門的な技術
が必要なもの（電気温水器、
太陽光発電機など）

・紙くず ・繊維くず ・皮革製品
・ビニール製品 ・ゴム製品
・木くず・木片 ・生ごみ
・プラスチックごみ

※木片や木材は直径10cm以下かつ⻑さ
0.5m以下（り災した柱等の木材は、この
大きさにすること）

山鹿市
清掃事業
協同組合

・資源ごみ
（金物類、生きびん、びん類、かん類、ペットボトル、プラスチック製容器包装、
蛍光灯・電球類、電池類、危険物類（刃物、スプレー缶等）、ダンボール、新聞・
広告チラシ、雑がみ類、紙パック、布類）
・不燃性粗大ごみ（金属製家具、電化製品など）

・可燃物（資源ごみを除く）

・燃えないごみ（ガラス、鏡、陶器類など）

・コンクリート、レンガ、ガレキ類など
大きさ等の制限

・搬入者が人力で荷下ろしできる重量まで

最終処分場

・燃えないごみ（ガラス、鏡、陶器類など）
・コンクリート殻、レンガ、ガレキ類など

・可燃物（木材・生木・木製家具類）
・資源ごみ
・⻑さ1.5m以上の燃えないごみ（ガラス、鏡、陶器類な
ど）
・40cm×20cm×20cm以上のコンクリート殻、レンガ、
ガレキ類など

大きさ等の制限

・燃えないごみ：⻑さ1.5m未満
・コンクリート殻、レンガ、ガレキ類など：40cm×20cm×20cm未満


